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（2020年４月１日から2021年３月31日まで）

「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要」，「連結株主資本等変動計算書」，
「連結注記表」，「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」につきましては，法令及び定款第17条の規
定に基づき，当社ホームページ（https://www.tepco.co.jp/about/ir/stockinfo/meeting.html）に掲載
することにより株主のみなさまに提供しております。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

業務の適正を確保するための体制の整備についての決議の概要

1.　監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①　監査委員会の職務を補助すべき使用人として，監査特命役員を置く。また，監査委員会の職務を補助
する専任の組織を設置し，必要な人員を配置する。

②　監査特命役員及び監査委員会の職務を補助する専任の組織に属する者は，監査委員会の指揮命令に服
するものとし，その人事に関する事項については，事前に監査委員会と協議する。

③　取締役及び執行役は，会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときは，直ちに監査委
員に報告するとともに，監査委員会が選定する監査委員の求める事項について，必要な報告を行う。ま
た，当社の取締役，執行役，執行役員及び従業員並びにグループ会社の取締役，監査役，執行役員及び
従業員又はこれらの者から報告を受けた者から，監査委員会に対し必要かつ適切な報告が行われるよう
体制を整備するとともに，当該報告を行った者が当該報告を行ったことを理由として不利な取り扱いを
受けないよう適切に対応する。

④　監査委員が執行役会，経営企画会議及びその他の重要な会議に出席し，必要に応じて意見を述べるこ
とのできる体制を整備する。また，会計監査人及び内部監査組織が監査委員会と連携を図るための環境
を整えるとともに，監査委員の職務の執行に必要と認められる費用については，これを支出する等，監
査委員会の監査の実効性を確保するための体制を整備する。

2.　取締役及び執行役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①　社会規範に沿った業務運営・企業倫理遵守の徹底を図るため,「東京電力グループ企業行動憲章」及び
「企業倫理遵守に関する行動基準」を定め，取締役及び執行役はこれを率先して実践するとともに，執
行役員及び従業員にこれを遵守させる。
　また，社外有識者を委員に含み，企業倫理全般を統括する「東京電力グループ企業倫理委員会」を設
置し，コンプライアンス経営を推進する。

②　取締役会は，原則として毎月１回，また必要に応じて開催し，法令及び定款に従い，重要な職務執行
について審議・決定するとともに，執行役から定期的に，また必要に応じて職務執行の状況の報告を受
けること等により，取締役及び執行役の職務執行を監督する。また，執行役員に対して，必要に応じて
職務執行の状況について，取締役会への報告を求める。
　また，取締役会の機能を補完するとともに，効率的かつ適切な意思決定を図るため，執行役会を設置
する。執行役会は，原則として毎週１回，また必要に応じて開催し，取締役会への付議事項を含む経営
の重要事項について審議する。
　なお，取締役及び執行役は，常に十分な情報の収集を行い，法令及び定款に適合した適切な経営判断
を行う。

3.　執行役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

①　執行役会の議事概要その他職務執行に係る情報については，法令及び社内規程に従い，その作成から，
利活用，保存，廃棄に至るまで適切に管理する。

②　情報のセキュリティや職務執行の効率性向上，適正の確保に資するＩＴ環境を整備する。

－ 1 －
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4.　リスク管理に関する規程その他の体制

①　取締役及び執行役は，当社及びグループ会社の事業活動に関するリスクを定期的に，また必要に応じ
て把握・評価し，毎年度の経営計画に適切に反映する。また，グループ全体のリスク管理が適切になさ
れるよう社内規程を整備する。

②　当該リスクは，社内規程に従い，業務所管箇所が，職務執行の中で管理することを基本とし，複数の
所管に関わる場合は，組織横断的な委員会等で審議の上，適切に管理する。

③　経営に重大な影響を及ぼすおそれのあるリスクについては，執行役社長を委員長とする「リスク管理
委員会」において，リスクの現実化を予防するとともに，万一現実化した場合には迅速かつ的確に対応
することにより，経営に及ぼす影響を最小限に抑制する。

④　大規模地震等の非常災害の発生に備え，対応組織の設置，情報連絡体制の構築及び定期的な防災訓練
の実施等，適切な体制を整備する。

⑤　リスク管理体制の有効性については，内部監査組織が定期的に，また必要に応じて監査し，その結果
を執行役会等に報告する。執行役は，監査結果を踏まえ，所要の改善を図る。

⑥　会社の経営全般について情報の共有を図り，経営改革を推進するため，経営企画会議を設置する。経
営企画会議は，必要に応じて開催し，重点経営課題に関する対応方針や対応の方向性について審議する。

⑦　福島第一原子力発電所の事故に対する反省を踏まえ，執行役社長直属の組織として「原子力安全監視
室」を設置し，第三者の専門的知見を活用した原子力安全に関する取り組みの監視，必要に応じた助言
を行い，意思決定へ直接的に関与する体制を整備することで，原子力安全に対するマネジメントの改善
を図る。また，原子力安全監視室は，原子力安全に関する事項について，必要に応じて取締役会に直接
報告する。
　また，原子力を含む事業活動全般に関し，社会との適切なコミュニケーションを行うための体制を整
備する。

5.　執行役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

①　経営上の重要事項については，執行役会のほか，経営企画会議，その他の会議体において適宜審議す
る等，効率的な意思決定を図る。

②　執行役による職務執行については，社内規程において責任と権限を明確にし，執行役，執行役員，従
業員がそれぞれ適切かつ迅速に執行する。

6.　従業員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①　すべての従業員が「東京電力グループ企業行動憲章」及び「企業倫理遵守に関する行動基準」を遵守
するよう，継続的に企業倫理研修を実施すること等により，その定着と徹底を図る。

②　法令や企業倫理上の問題を匿名で相談できる「企業倫理相談窓口」を設置し，寄せられた事案につい
ては,「東京電力グループ企業倫理委員会」で審議の上，適切に対応する。なお，相談者のプライバシー
については，社内規程に従い，厳重に保護する。

③　社内規程において，職務執行に当たり遵守すべき法令等を明確にするとともに，教育研修等により当
該規程に基づく職務執行の徹底を図る。

④　従業員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するため，内部監査組織が，従業員の職務執
行の状況について，定期的に，また必要に応じて監査し，その結果を執行役会等に報告する。執行役は，
監査結果を踏まえ，所要の改善を図る。

⑤　こうした取り組みを通じ，従業員一人ひとりが企業倫理を意識し自ら実践するとともに風通しの良い
職場をつくる「しない風土」，社内規程の継続的な改善とその徹底を図る「させない仕組み」，業務上
の課題や問題を自発的に言い出し，それを積極的に受け止める「言い出す仕組み」を充実・徹底させる。

－ 2 －
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7.　当社及び子会社から成る企業グループにおける業務の適正を確保するための体制

①　「東京電力グループ企業行動憲章」の下，グループとして目指すべき共通の方向性及び目標等を経営
方針として示し，その達成に向け，グループを挙げて取り組む。また，グループ会社において業務の適
正を確保するための体制をグループ会社が自律的に整備・運用できるよう，適切な支援を行う。

②　グループ会社が効率的な意思決定を行い，適切かつ迅速な職務執行ができるよう，社内規程により責
任と権限を明確化する。

③　職務執行上重要な事項については，社内規程等に従い，グループ会社から事前協議や報告を受ける体
制を整備する。また，グループ会社の経営状況を把握するとともに，グループにおける経営課題の共有
と解決ができるよう，当社取締役及び執行役とグループ会社取締役が定期的な会議の中で意見交換等を
行う。

④　グループ会社が「企業倫理相談窓口」を利用できる環境を整える。
⑤　グループ会社の業務の適正を確保できるよう，必要に応じて当社の内部監査組織が監査等を行う。

－ 3 －
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業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

1.　監査委員会の監査の実効性確保

①　監査委員会は，社外取締役４名を含む５名の監査委員より構成されております。また，2020年度に
おいては，これを補助するため３名の監査特命役員を置くとともに，監査委員会の職務を補助する専任
の組織である監査委員会業務室に７名のスタッフを配置し，常勤の監査委員や監査特命役員等がグルー
プ会社の非常勤監査役に就任するなどしております。

②　このような体制のもと，会計監査人及び内部監査組織との定期的な意見交換はもとより，第一線職場
における従業員との意見交換やグループ会社とのミーティングを実施するなど，実効的かつ効率的に監
査を行っております。

③　さらに，監査委員は，執行役会及び経営企画会議等の重要な会議に出席するとともに，取締役及び執
行役に対して適宜必要な報告を求めることなどにより，重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を確
認しております。

2.　取締役及び執行役の適正かつ効率的な職務執行

①　指名委員会等設置会社である当社の取締役会では，定例的な付議・報告事項と重要な経営課題をあら
かじめ抽出して年間議題予定表を作成したうえで，十分な審議を実施し，重要な職務執行の決定及び取
締役・執行役の職務執行の監督を行っております。また，社外取締役を中心に意見交換を行う取締役懇
談会も活用するなどして，取締役会における審議の充実を図っております。2020年度においては取締
役会を14回，取締役懇談会を９回開催いたしました。

②　当社では，原則として週１回開催される執行役会のほか，経営企画会議等において，取締役会への付
議事項を含めた経営の重要事項について審議・決定を行うなど，効率的かつ適切な意思決定を図ってお
ります。

③　グループ会社の職務執行上重要な事項の決定にあたっては，社内規程等に基づき，あらかじめ当社の
承認又は当社への報告等を必要とすることとしております。さらに，グループにおける全体最適等の観
点から，経営状況についてグループ会社から定期的に報告を受けるとともに,「グループ経営発表会」を
開催するなど，当社取締役及び執行役とグループ会社取締役がグループ全体の経営課題を共有する機会
を設けております。

3.　リスク管理

①　当社グループにおけるリスク管理については，当社の執行役社長を統括責任者とし，その執行役社長
を委員長とする「リスク管理委員会」が一元的に統括しております。2020年度においてはリスク管理
委員会を８回開催し，当社グループの事業運営上のリスクとその対応について審議するとともに，決定
内容をグループ経営計画に反映し，執行役会及び取締役会に報告しております。

②　また，当社の各組織が開催する「リスク管理会議」において，各組織の事業運営上のリスクを評価し，
その対応方針について審議することなどにより，平常時から適切にリスクを認識，管理しております。
さらに，リスクが現実化した場合に迅速かつ的確に対応できるよう，報告経路や内容を明確化するとと
もに，発生した事態に応じて対策本部等を設置し，対応することとしております。

③　大規模地震等の非常災害については，非常災害対策の基本方針を定め，平素から災害予防の準備をす
すめるとともに，2020年度においては，防災訓練を74回実施するなど，災害発生時にグループ一丸と
なって対応するための体制を整備しております。

④　当社の執行役社長を本部長とする「新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置し，従業員の健康と
安全を第一に，社会機能維持に関わる事業者として，「新型インフルエンザ対策等業務計画」に準じて，
感染予防・拡大防止対策を徹底するとともに，流行状況に応じた適切な業務運営を行っております。

－ 4 －

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
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⑤　「原子力安全監視室」では，社外専門家の知見の活用や監視評価員の教育訓練等を通じて，原子力安
全に関する取り組みへの監視を強化し，必要に応じて助言を行っております。さらに，同室は，上記の
取り組みに対する評価結果を四半期ごとに取締役会に報告しております。

4.　コンプライアンス

①　当社では,「東京電力グループ企業行動憲章」及び「企業倫理遵守に関する行動基準」を取締役，執行
役及び従業員等に対して社内イントラネット等を通じて周知しております。また，eラーニングや研修
等の教育・啓発活動を継続的に実施するとともに,「東京電力グループ企業倫理委員会」と連携して企業
倫理の実践・定着活動を行う企業倫理責任者を各組織に設置するなどして，企業倫理遵守の徹底を図っ
ております。

②　また，当社グループとしてコンプライアンス経営を推進するため，当社の執行役社長を委員長とする
「東京電力グループ企業倫理委員会」において，企業倫理の実践・定着活動や「企業倫理相談窓口」の
受付・対応状況等について審議・決定しております。2020年度においては同委員会を４回開催し，そ
の概要を当社ホームページにて公開しております。

③　さらに，企業倫理全般に関する従業員の意識の把握と企業倫理の実践・定着活動の改善を目的として，
当社の全従業員を対象とした「企業倫理に関する意識調査」を年１回実施しております。

④　内部監査組織は,「経営方針や目標の達成」,「有効で効率的な業務運営」,「正確な報告」,「ルールの
遵守」等の観点から，従業員の職務執行の状況等について監査を実施するとともに，その結果を踏まえ，
改善が必要な事項について提言を行っております。

⑤　こうした取り組みやその有効性の検証結果等を踏まえ，企業倫理活動に関する方針及び計画を策定し,
「しない風土」,「させない仕組み」,「言い出す仕組み」の徹底を図っております。

　「業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要」は以上のとおりですが，当社は，柏崎刈羽原子
力発電所において，ＩＤカードの不正使用や核物質防護設備の機能の一部喪失などの事案を発生させ，事
業をすすめるうえで最も大切な社会のみなさまからの信頼を大きく損なうこととなりました。
　当社は，国内外の知見・経験や外部専門家で構成された原子力改革監視委員会からの評価・ご指導を活
かし，組織的な課題の抽出や原因分析を行い，発電所の安全性や業務品質を向上するための抜本的な改善
策を講じてまいります。こうした取り組みにつきましては，安全文化・核セキュリティ文化に精通した第
三者に評価いただくことで透明性を確保しながらすすめてまいります。

－ 5 －

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
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連結株主資本等変動計算書（2020年４月１日から2021年３月31日まで）

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当連結会計年度期首残高 1,400,975 756,097 791,881 △           8,474 2,940,480

当連結会計年度変動額

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 180,896 180,896

自 己 株 式 の 取 得 △                 7 △                 7

自 己 株 式 の 処 分 △                 2 3 0

非支配株主との取引に係る
親 会 社 の 持 分 変 動 101 101

土地再評価差額金取崩額 12 12

そ の 他 1 1

株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 （ 純 額 ）

当連結会計年度変動額合計 - 98 180,908 △                 2 181,004

当連結会計年度末残高 1,400,975 756,196 972,790 △           8,477 3,121,484

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
新 株
予 約 権

非支配株主
持 分

純 資 産
合 計そ の 他

有 価 証 券
評価差額金

繰延ヘッジ
損 益

土地再評価
差 額 金

為替換算
調整勘定

退 職 給 付
に 係 る
調整累計額

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当連結会計年度期首残高 2,167 △14,067 △  2,471 △  9,914 △16,010 △40,295 3 16,699 2,916,886

当連結会計年度変動額

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 180,896

自 己 株 式 の 取 得 △          7

自 己 株 式 の 処 分 0

非支配株主との取引に係る
親 会 社 の 持 分 変 動 101

土地再評価差額金取崩額 12

そ の 他 1

株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 （ 純 額 ） 7,099 18,082 △     12 △13,168 32,109 44,110 15 784 44,910

当連結会計年度変動額合計 7,099 18,082 △     12 △13,168 32,109 44,110 15 784 225,914

当連結会計年度末残高 9,267 4,015 △  2,483 △23,083 16,098 3,814 18 17,483 3,142,801

－ 6 －

連結株主資本等変動計算書
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連　結　注　記　表
2020年 4 月 1 日から
2021年 3 月31日まで

【連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等】
１．連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

連結子会社の数　45社
主要な連結子会社は，東京電力フュエル＆パワー株式会社，東京電力パワーグリッド株式会社，東京電力エナジ
ーパートナー株式会社，東京電力リニューアブルパワー株式会社，東電不動産株式会社，株式会社テプコシステ
ムズ，東京パワーテクノロジー株式会社，東電設計株式会社，東電タウンプランニング株式会社，東京電設サー
ビス株式会社，株式会社ファミリーネット・ジャパン，日本ファシリティ・ソリューション株式会社，テプコカ
スタマーサービス株式会社，東京発電株式会社である。

(2) 議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等のうち子会社としなかった会社の名称等
銚子洋上ウインドファーム株式会社は，経営方針及び財務に係る重要な経営事項の決定について共同支配企業の
同意が必要であることから，子会社ではなく，持分法適用の関連会社としている。

２．持分法の適用に関する事項
持分法適用関連会社の数　28社
持分法適用関連会社は，銚子洋上ウインドファーム株式会社，KK6安全対策共同事業株式会社，株式会社JERA，
東京エナジーアライアンス株式会社，TEPCO i-フロンティアズ株式会社，Deep C Green Energy(Hong Kong) 
Limited，T&Tエナジー株式会社，株式会社関電工，GREENWAY GRID GLOBAL PTE.LTD.，HIMAL ENERGY 
SINGAPORE PTE.LTD.，株式会社ユーラスエナジーホールディングス，株式会社LIXIL TEPCO スマートパートナ
ーズ，VIET HYDRO PTE.LTD.，株式会社東光高岳，虎ノ門エネルギーネットワーク株式会社，エナジープールジ
ャパン株式会社，東京都市サービス株式会社，株式会社日立システムズパワーサービス，株式会社アット東京，
Energy Asia Holdings Ltd，Dariali Energy JSC，日本原燃株式会社，日本原子力発電株式会社，株式会社東京
エネシス，エバーグリーン・マーケティング株式会社，ADON RENEWABLES CORPORATION，ADON 
CONSTRUCTION,INC.，GREEN VISION LLCである。KK6安全対策共同事業株式会社，HIMAL ENERGY 
SINGAPORE PTE.LTD.については，新たに設立したため，持分法適用の範囲に含めている。Dariali Energy JSC
については，新たに株式を取得したため，持分法適用の範囲に含めている。
持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社（日本原子力防護システム株式会社，原燃輸送株式会社ほか）
は，それぞれ連結純損益及び連結利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり，かつ，全体としてもその影響に重要性
が乏しい。

３．会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ　長期投資（その他有価証券）
時価のある有価証券は，決算日の市場価格等による時価法（売却原価は移動平均法）により評価し，その評価
差額は全部純資産直入法によっている。
時価のない有価証券は，移動平均法による原価法によっている。

ロ　たな卸資産
主として，収益性の低下に基づく簿価切下げを行う総平均法による原価法によっている。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
有形固定資産は定率法によっている。
無形固定資産は定額法によっている。
なお，有形固定資産には特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産を計上しているが，当該廃
止措置に係る費用の計上方法については，(6) 原子力発電施設解体費の計上方法に記載している。

(3) 重要な引当金の計上基準
イ　災害損失引当金

①　新潟県中越沖地震による損失等に係るもの
新潟県中越沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用又は損失に備えるため，当連結会計年度末に
おける見積額を計上している。

－ 7 －

連結注記表
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②　東北地方太平洋沖地震による損失等に係るもの
東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用又は損失に備えるため，当連結会計年度
末における見積額を計上している。
災害損失引当金に含まれる主な費用又は損失の計上方法等については以下のとおりである。

ａ　福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失
政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力中長期対策会議により「東京電力（株）福島
第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」（2011年12月21日）が策定され
（2019年12月27日最終改訂），当社はこの主要な目標工程等を達成するための具体的な計画とし
て「廃炉中長期実行プラン2021」（2021年３月25日改訂）を策定した。
これらに係る費用又は損失のうち，通常の見積りが可能なものについては，具体的な目標期間と
個々の対策内容に基づく見積額を計上している。ただし，原賠機構法第55条の９第２項の承認の申
請をした廃炉等積立金の取戻しに関する計画における炉心等除去に要する費用は，ここには含んで
いない。当炉心等除去に要する費用の詳細は，「(3) 重要な引当金の計上基準　ロ　特定原子力施
設炉心等除去準備引当金及び特定原子力施設炉心等除去引当金」に記載している。通常の見積りが
困難であるものは，海外原子力発電所事故における実績額に基づく概算額を計上している。
なお，当損失又は費用の見積りに関して，通常の見積りが可能なものと困難であるものと分類した
上で，それぞれの見積方法，並びに見積りに含まれる不確実性の詳細は，「【重要な会計上の見積
りに関する注記】１．福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失に
係る引当金」に記載している。

ｂ　福島第一原子力発電所１～４号機の廃止に関する費用又は損失のうち加工中等核燃料の処理費用
今後の使用が見込めない加工中等核燃料に係る処理費用について，当該費用の現価相当額（割引率
4.0％）を計上している。
なお，装荷核燃料に係る処理費用はその他固定負債に含めて表示している。

③　台風第19号（東日本台風）及び第21号により被災した資産の復旧等に要する費用に係るもの
2019年10月に発生した台風第19号（東日本台風）及び第21号により被災した資産の復旧等に要する費
用に備えるため，当連結会計年度末における見積額を計上している。

④　2020年７月の豪雨により被災した資産の復旧等に要する費用に係るもの
2020年７月に発生した豪雨により被災した資産の復旧等に要する費用に備えるため，当連結会計年度末
における見積額を計上している。

⑤　福島県沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用に係るもの
2021年２月に発生した福島県沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用に備えるため，当連結会
計年度末における見積額を計上している。

（追加情報）
・当連結会計年度末における災害損失引当金残高の内訳

①　新潟県中越沖地震による損失等に係るもの 4,860百万円
②　東北地方太平洋沖地震による損失等に係るもの 496,381百万円

うちａ　福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた
費用又は損失

488,443百万円

ｂ　福島第一原子力発電所１～４号機の廃止に関する費用又は損
失のうち加工中等核燃料の処理費用

6,620百万円

ｃ　その他 1,317百万円
③　台風第19号（東日本台風）及び第21号により被災した資産の復旧等に

要する費用に係るもの
1,034百万円

④　2020年７月の豪雨により被災した資産の復旧等に要する費用に係るも
の

8百万円

⑤　福島県沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用に係るもの 7,898百万円
合計 510,183百万円

ロ　特定原子力施設炉心等除去準備引当金及び特定原子力施設炉心等除去引当金
東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用又は損失に備えるため，原賠機構法第55条の
９第２項の承認の申請をした廃炉等積立金の取戻しに関する計画に定める金額のうち炉心等除去に要する費
用を計上している。また，申請額のうち，未承認額は特定原子力施設炉心等除去準備引当金に，既承認額は特
定原子力施設炉心等除去引当金に計上している。
なお，当損失又は費用の見積りに関する不確実性の詳細は，「【重要な会計上の見積りに関する注記】１．福
島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失に係る引当金」に記載している。

－ 8 －

連結注記表
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（追加情報）
・廃炉等積立金

原賠機構法第55条の３第１項の規定に基づき，機構より通知を受け，積立てを行った金額を廃炉等積立金と
して計上している。
なお，当該積立金は，廃炉等実施認定事業者の廃炉等の適正かつ着実な実施を確保するため，2018年度よ
り，原賠機構法の規定に基づき，機構に積立てを実施しているものである。当該積立金と積立スキーム図及
び関連する引当金との関係については，「【重要な会計上の見積りに関する注記】１．福島第一原子力発電
所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失に係る引当金」に記載している。

ハ　原子力損害賠償引当金
①　賠償及び除染に係る引当金の計上方法

東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害に係る賠償に
要する費用に備えるため，当連結会計年度末における賠償見積額を原子力損害賠償引当金に計上してい
る。賠償額の見積りは，原子力損害賠償紛争審査会が決定する，原子力損害に関する中間指針等の賠償に
関する国の指針や，放射性物質汚染対処特措法等の法律，これらを踏まえた当社の賠償基準，また，損害
賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づいている。
なお，新たな賠償に関する国の指針の決定や，当社の賠償基準の策定，また，参照するデータの精緻化や
被害を受けられた皆さまとの合意等により，今後変動する可能性があるものの，当連結会計年度末におけ
る合理的な見積額を計上している。

②　除染に係る引当金の相殺表示
同原子力損害の除染に係る賠償に要する費用への備えについては，電気事業会計規則に基づき，当連結会
計年度末において，原子力損害賠償引当金を，同額の未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金と相殺表示し
ている。
具体的には，当連結会計年度末において，補償契約法の規定による補償金の受入額188,926百万円及び放
射性物質汚染対処特措法等に基づく当社の国に対する賠償債務（2015年１月１日以降に債務認識したも
の）に対応する原賠機構法の規定に基づく資金援助の申請額に係る未収金1,824,484百万円は，未収原
賠・廃炉等支援機構資金交付金及び原子力損害賠償引当金から控除している。

(4) 使用済燃料再処理等拠出金費の計上方法
使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は，改正再処理等積立金法第４条第１項に規定する拠出金を，運転に
伴い発生する使用済燃料の量に応じて費用計上する方法によっている。当拠出金を使用済燃料再処理機構に納
付することにより原子力事業者の費用負担の責任が果たされ，同機構が再処理等を実施することとなる。
なお，使用済燃料の再処理関連加工に係る拠出金については，使用済燃料再処理関連加工仮勘定に計上してい
る。

(5) 退職給付に係る会計処理の方法
従業員の退職給付に備えるため，当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上し
ている。
退職給付債務の算定にあたり，退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については，期
間定額基準によっている。
過去勤務費用は，主としてその発生時に全額を費用処理している。
数理計算上の差異は，主として各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
（３年）による定額法により按分した額を，それぞれ発生の当連結会計年度から費用処理している。
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については，税効果を調整の上，純資産の部におけるその他の
包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上している。

(6) 原子力発電施設解体費の計上方法
イ　通常時の処理方法

原子炉等規制法に規定された特定原子力発電施設の廃止措置に係る費用の計上方法については，資産除去債務
適用指針第８項を適用し，解体引当金省令の規定に基づき，経済産業大臣の承認を受けた原子力発電施設解体
費の総見積額を，発電設備の見込運転期間にわたり定額法で計上する方法によっている。

ロ　廃炉時の処理方法
エネルギー政策の変更や安全規制の変更等に伴って，原子炉を廃止する場合で，発電事業者の申請に基づき経
済産業大臣の承認を受けたときは，特定原子力発電施設の廃止日の属する月から起算して10年が経過する月ま
での期間にわたり，定額法で費用計上している。

なお，総見積額の現価相当額を資産除去債務に計上している。

－ 9 －
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（追加情報）
・福島第一原子力発電所１～４号機の解体費用の見積り

被災状況の全容の把握が困難であることから，今後変動する可能性があるものの，当連結会計年度末の合理
的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。
なお，福島第一原子力発電所の解体に係る費用について，当該費用及び資産除去債務とその他の引当金との
関係については，「【重要な会計上の見積りに関する注記】１．福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃
止措置等に向けた費用又は損失に係る引当金」に記載している。

(7) 原子力廃止関連仮勘定償却費の計上方法及び廃炉円滑化負担金
廃炉の円滑な実施等を目的として廃炉会計制度が措置され，エネルギー政策の変更や安全規制の変更等に伴い廃
止した原子炉においては，その残存簿価等について同制度の適用を受けることで一般送配電事業者の託送料金の
仕組みを通じて回収することとなる。
なお，従前は小売規制料金による回収が認められてきたが，制度継続の観点から2020年10月より現在の回収方
法に移行されている。

イ　原子力廃止関連仮勘定の償却
当社は2019年７月31日の取締役会決議により，福島第二原子力発電所１～４号機の廃止を決定したことか
ら，同日，電気事業会計規則第28条の３第２項に基づき，経済産業大臣に原子力廃止関連仮勘定承認申請書を
提出し，同年８月19日に承認され，当該原子炉の廃止に伴って生ずる使用済燃料再処理等拠出金費（使用済燃
料再処理等既発電費を除く）及び当該燃料の解体に要する費用に相当する額を原子力廃止関連仮勘定に計上し
ている。
原子力廃止関連仮勘定は電事法施行規則改正省令附則第８条の規定に基づき，一般送配電事業者からの払渡し
に応じて償却している。

ロ　廃炉円滑化負担金
電事法施行規則第45条の21の６の規定に基づき，原子力廃止関連仮勘定及び原子力発電施設解体引当金の要
引当額について，経済産業大臣に廃炉円滑化負担金承認申請書を提出し，2020年７月22日に承認され，東京
電力パワーグリッド株式会社及び東北電力ネットワーク株式会社において電事法施行規則第45条の21の５の
規定に基づき，2020年10月１日を実施期日として託送供給等約款の変更を行い，廃炉円滑化負担金の回収及
び当社への払渡しを行っている。
一般送配電事業者から払い渡された廃炉円滑化負担金は，電気事業会計規則に基づき，廃炉円滑化負担金相当
収益として計上している。

(8) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は，税抜方式によっている。

【表示方法の変更に関する注記】
会計上の見積りの開示に関する会計基準の適用に伴う変更

会計上の見積りの開示に関する会計基準を当連結会計年度から適用し，【重要な会計上の見積りに関する注記】を記
載している。

【重要な会計上の見積りに関する注記】
１．福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失に係る引当金
(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

当連結会計年度の連結計算書類に計上した災害損失引当金は488,443百万円，特定原子力施設炉心等除去引当金
は170,369百万円である。

(2) 会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報
イ　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法

①　廃炉に関連した見積りの前提
東京電力ホールディングス株式会社（以下，「東電HD」という）では，原子力損害賠償・廃炉等支援機
構（以下，「機構」という）により指定された額について，廃炉等に充てる資金の積立てを行い（廃炉等
積立金），機構と共同で，廃炉作業を想定した上で必要となる資金について取戻し計画を策定する。
当該計画について，経済産業大臣の承認を受けたのちに，廃炉等積立金の取戻しを行い，実際の廃炉作業
への支出を行っている。廃炉作業に関連して発生する費用又は損失に係る引当金は，災害損失引当金，特
定原子力施設炉心等除去準備引当金（※）及び特定原子力施設炉心等除去引当金の三つの科目で連結貸借
対照表上に計上している。
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（※）当連結会計年度の廃炉等積立金の取戻しに関する計画において，新たな申請額がないことから当連結
会計年度は計上していない。

着実な
廃炉の実施

※機構及び東電HDとの共同作成

福島第一
原子力
発電所

廃炉の実施計画の届出

積立額の通知

積立て

取戻し

積立額の
申請・認可

取戻し計画※
の申請・承認

東電
ＨＤ

経済産業
大臣機構

災害損失引当金，特定原子力施設炉心等除去準備引当金及び特定原子力施設炉心等除去引当金の関係
引当の対象 取戻し計画の状況 引当金の名称

取戻し計画に定める金額のうち炉心等
除去に要する費用

大臣の承認前 特定原子力施設炉心等除去準備引当金
大臣の承認後 特定原子力施設炉心等除去引当金

その他 災害損失引当金

②　会計上の見積方法
ａ　災害損失引当金

災害損失引当金に含まれる主な費用又は損失の計上方法等については以下のとおりである。
Ⅰ　福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失

「【連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等】３．会計方針に関する事
項 (3) 重要な引当金の計上基準　イ　災害損失引当金」に記載の経緯を踏まえ，通常の見積りが可
能な費用又は損失については，具体的な目標期間と個々の対策内容に基づく見積額（原賠機構法第
55条の９第２項の承認の申請をした廃炉等積立金の取戻しに関する計画における炉心等除去に要
する費用を除く）を計上している。一方，将来の工事等の具体的な内容を当連結会計年度末では想
定できず，通常の見積りが困難である費用又は損失については，海外原子力発電所事故における実
績額に基づく概算額を計上している。

Ⅱ　福島第一原子力発電所１～４号機の廃止に関する費用又は損失のうち加工中等核燃料の処理費用
「【連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等】３．会計方針に関する事
項 (3) 重要な引当金の計上基準　イ　災害損失引当金」に記載している。

ｂ　特定原子力施設炉心等除去準備引当金及び特定原子力施設炉心等除去引当金
「【連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等】３．会計方針に関する事
項 (3) 重要な引当金の計上基準　ロ　特定原子力施設炉心等除去準備引当金及び特定原子力施設炉
心等除去引当金」に記載している。

なお，事故炉である福島第一原子力発電所の解体費用の見積りについては，通常炉と同様の状況にまで復
旧させるための費用は，災害損失引当金，特定原子力施設炉心等除去準備引当金及び特定原子力施設炉心
等除去引当金として計上し，通常炉としての解体費用については，原子力発電施設解体費として計上して
いる。前者については，以下の不確実性が存在する一方，後者については，通常炉と同様の省令に準じた
見積りとなる。

ロ　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
災害損失引当金，特定原子力施設炉心等除去準備引当金及び特定原子力施設炉心等除去引当金に含まれる，主
要な仮定とその不確実性は以下のとおりである。
①　通常の見積りが可能なもの

2021年３月25日に公表した廃炉中長期実行プランでは，廃炉の主要な作業プロセスを提示した。当連結
会計年度末においては，これに基づき関連する費用の見積りを行っている。
福島第一原子力発電所の廃炉は過去に前例のない取組みであり，それ自体に不確実性を内包しているが，
それでも至近３年程度は概念検討等が進んでいることから具体的な工事や作業を計画しやすい一方で，そ
れ以降はこれから具体的な検討をするものが多く，中でもデブリ取出しに関しては本格的に取り出すため
の装置は構想に近い段階にある等，長期にわたる工事や作業の金額を見積もるにあたっては，多くの仮定
を置かざるを得ない。今回の見積りでは，それぞれの作業プロセスにおいて，現在進められている国等の
研究の状況や実施内容が類似する過去の作業内容に基づいた仮定を置いているが，今後の研究の進展や現
場状況のより詳細な把握，ステップ・バイ・ステップのアプローチに基づく新たな技術的知見の獲得等に
より，見積りの前提として置いた仮定は見直しが必要となることも考えられる。このような場合，新たな
作業や想定していた作業方法の変更，作業の範囲の見直し，作業単価の変動等が生じ，廃炉費用の見積り
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は変動する可能性がある。
②　通常の見積りが困難なもの

工事等の具体的な内容を現時点では想定できず，通常の見積りが困難な費用又は損失については，類似事
例である米スリーマイル島原子力発電所（以下，「ＴＭＩ」という）の事故における費用実績額に基づく
概算額を計上している。
当見積りにおいては，ＴＭＩでの費用処理実績額に，ＴＭＩの事故発生時から福島第一原子力発電所の事
故発生時までの間における物価上昇率，為替レート等に，取出し対象基数等を加味して算定を行ってい
る。これには，廃炉に必要となる作業の種類，範囲及び量は，発電機の基数に比例する等の仮定に基づい
ているが，ＴＭＩと福島第一原子力発電所では，燃料デブリの量や，原子炉内の存在箇所の違いによる難
易度の違い等，状況の差異があることから，想定した見積りと実際の作業の種類・範囲及び量が変動する
可能性がある。また，事故炉の廃炉という極めて限定的かつ長期にわたって発生する作業について，作業
の種類・範囲及び量が一定であったとした場合においても，物価水準の変動，技術革新の状況等が生じ，
廃炉費用の見積りは変動する可能性がある。

ハ　翌連結会計年度の連結計算書類に及ぼす影響
上記により，通常の見積りが可能なもの，通常の見積りが困難なもの，それぞれについて最善の見積りを行っ
ているものの不確実性は存在し，今後の状況の変化によって，翌連結会計年度の財政状態及び経営成績に重要
な影響を及ぼす可能性がある。

２．原子力発電設備等の評価
(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

当連結会計年度の連結計算書類に計上した柏崎刈羽原子力発電所に係る原子力発電設備，建設仮勘定及び核燃料
等は，930,670百万円である。

(2) 会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報
イ　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法

会計上の見積方法
事業用の固定資産については，資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった場合，一定の条件
の下で回収可能性を反映させるように帳簿価額を減額することが要求される。原子力発電設備等については，
独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位である発電所を資産グループに設定しており，このうち柏崎
刈羽原子力発電所については，１～７号機の各ユニットに係る原子力発電設備等を一つの資産グループとし，
電力取引契約を通じた電気料金収入などによる投資の回収状況を踏まえ，減損の判定を行っている。
同発電所は，従前より総合特別事業計画の下で，新規制基準への対応と地元のご理解を得るべく取組みを進め
てきたが，「核物質防護設備の機能の一部喪失」，「ID不正使用」及び「安全対策工事の一部未完了」という
一連の事案の発生を当社として大変重く受け止め，根本的な原因究明の上で抜本的な改革に取り組んでいく段
階にある。同発電所は，2012年３月に定期点検のため６号機の稼働を停止して以降，現在まで長期にわたり
不稼働状態が継続しており，こうした状況を踏まえ，当社は同発電所資産グループについて減損の兆候を認識
し，減損損失の認識の検討を行った。
当該検討にあたっては，割引前将来キャッシュ・フローの総額を見積り，当資産グループの帳簿価額との比較
を行った。
その結果，割引前将来キャッシュ・フローの見積総額が当資産グループの帳簿価額を上回るため，減損は不要
と判断している。

ロ　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
柏崎刈羽原子力発電所に係る原子力発電設備等の資産性評価に含まれる主要な仮定は，ユニットごとの稼働状
況，安全対策工事に係るコスト，将来の電力価格であり，いずれも不確実性を含んでいる。今後は，一連の事
案を踏まえた追加検査を含め，原子力規制委員会の安全規制審査に合格した上で立地自治体のご理解を得てい
くことが必要となる。また，原子力規制委員会の新規制基準に対応するための安全対策工事に係るコストにつ
いては，計画されている工事についての材料費や作業員の労務費等の工事費の上振れの可能性に加え，原子力
規制委員会の他の原子力発電事業者に対する審査も含めた今後の審査の進展により，新規制基準の改訂等によ
る規制対応への要求事項の高度化・厳格化により工事費が上振れする可能性がある。さらに，将来の電力価格
も，全国の電力需給の状況，火力発電の燃料費のベースとなる原油価格の状況やこれらを含めた日本卸電力取
引所の電力価格等の状況などの影響に大きく依存する。

ハ　翌連結会計年度の連結計算書類に及ぼす影響
上記の不確実性については，現時点において入手可能な情報をもとに最大限の見積りを行っているが，将来の
これらの項目の変動により，当社の財政状態，経営成績，キャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす可
能性がある。今後減損会計の適用により，上記原子力発電設備，建設仮勘定及び核燃料等の総額の一部が影響
を受ける可能性がある。
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３．退職給付に係る負債及び資産
(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

当連結会計年度の連結計算書類に計上した退職給付に係る負債は332,201百万円，退職給付に係る資産は
163,566百万円である。

(2) 会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報
イ　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法

会計上の見積方法
「【連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等】３．会計方針に関する事項 (5) 退職
給付に係る会計処理の方法」に記載している。
なお，退職給付債務の計算において使用する割引率は，主として，期末のダブルＡ格社債の利回り（指標利
率）を基に決定しており，当連結会計年度は1.0％を採用している。また，年金資産の長期期待運用収益率は，
運用方針や保有している年金資産のポートフォリオ及び過去の運用実績等を基に決定しており，主として，当
連結会計年度は2.5％を採用している。

ロ　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
従業員の退職給付に係る債務及び費用は，割引率，退職率，死亡率，年金資産の長期期待運用収益率，年金数
理計算上の基礎率等について合理的な仮定に基づき見積もっているが，実績との差異や仮定の変動は，将来の
退職給付に係る債務・費用に影響を及ぼす可能性がある。
指標利率の変動により割引率を変更することとなった場合は退職給付債務が変動するが，退職給付債務が10％
以上変動しないと見込まれる場合は，重要性基準により変更しない。
また，年金資産として保有している株式や債券は，金融市場の動向により時価が変動する。

ハ　翌連結会計年度の連結計算書類に及ぼす影響
上記により，最善の見積りを行っているものの不確実性は存在し，今後の状況の変化によって，翌連結会計年
度の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす可能性がある。
会計方針に基づき，数理計算上の差異は，主として，発生の当連結会計年度より３年間で定額償却しており，
変動影響は以下のとおりである。

退職給付債務への影響 退職給付費用への影響（年）

割引率0.1％あたり 10,000百万円程度 3,300百万円程度

年金資産運用収益率の差異1.0％あたり 5,600百万円程度 1,800百万円程度

【連結貸借対照表に関する注記】
１．担保に供している資産及び担保に係る債務
(1) 当社の総財産を社債及び株式会社日本政策投資銀行借入金の一般担保に供している。

社債（１年以内に償還すべき金額を含む） 524,642百万円
株式会社日本政策投資銀行借入金（１年以内に返済すべき金額を含む） 56,821百万円

(2) 東京電力パワーグリッド株式会社の総財産を社債及び株式会社日本政策投資銀行借入金の一般担保に供している。
社債（１年以内に償還すべき金額を含む） 2,180,000百万円

(3) 原賠法に基づき，福島第一原子力発電所の原子炉の冷却や滞留水の処理等に対して，原子力事業者が講ずべき損害
賠償措置として供託している。

流動資産
その他 120,000百万円

－ 13 －
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(4) 一部の連結子会社が海外事業参画等に伴い担保に供している資産並びに担保付債務
担保に供している資産

固定資産
投資その他の資産

長期投資 327百万円
関係会社長期投資 4,667百万円

流動資産
現金及び預金 319百万円
受取手形及び売掛金 35百万円

合計 5,349百万円
上記資産を担保としている債務

流動負債
短期借入金 1,055百万円

(5) 一部の連結子会社の出資会社における金融機関からの借入金等に対して担保に供している資産
固定資産

投資その他の資産
長期投資 4百万円
なお，出資会社が債務不履行となっても，連結子会社の負担は当該出資等の金額に限定されている。

２．有形固定資産の減価償却累計額 18,882,824百万円

３．保証債務等
(1) 保証債務

イ　以下の会社の金融機関からの借入金に対する保証債務
日本原燃株式会社 25,327百万円
SKZ－U LLP 218百万円

ロ　ITM O&M Company LimitedのArabian Power Companyとの運転保守契約の
履行に対する保証債務（※）

664百万円

ハ　PT. Paiton Operation and Maintenance IndonesiaのPT. Paiton Energyとの運
転保守契約の履行に対する保証債務（※）

489百万円

ニ　従業員の持ち家財形融資等による金融機関からの借入金に対する保証債務 104,990百万円
合計 131,689百万円

(※) 上記の保証債務残高のうち1,153百万円については，株式会社ＪＥＲＡとの間で，当社に債務保証履行による
損失が生じた場合，同社が当該損失を補填する契約を締結している。

(2) 偶発債務
原子力損害の賠償のうち除染等に係る偶発債務

放射性物質汚染対処特措法に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が，国の財政上の措置の下に
進められている。当該措置に係る費用のうち，当連結会計年度末で当該措置の具体的な実施内容等を把握でき
る状況になく，費用負担の在り方について国と協議中である費用等については，合理的に見積もることができ
ない。
なお，係る費用に対し機構は，原賠機構法に基づき，申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行う
こととされている。

４．会社法以外の法令の規定による引当金
原子力発電工事償却準備引当金

原子力発電所の運転開始直後に発生する減価償却費の負担を平準化するため，電事法第27条の３及び同条の29
の規定により，原子力償却準備引当金省令に基づき計上している。

【連結株主資本等変動計算書に関する注記】
当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 1,607,017,531株
Ａ種優先株式 1,600,000,000株
Ｂ種優先株式 340,000,000株

－ 14 －
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【金融商品に関する注記】
１．金融商品の状況に関する事項

資金調達については，金融機関からの借入れ及び社債の発行等により，電気事業等の運営上，必要な設備資金等の
確実な調達に努めている。
資金運用は短期的な預金等に限定している。
投資有価証券は主に株式であり，上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っている。
未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金（連結貸借対照表計上額490,125百万円）は，原賠機構法第41条第１項第
１号に規定する資金交付に係る資金の未収金である。当該未収金は，東北地方太平洋沖地震による福島第一原子力
発電所の事故等に伴う原子力損害に係る賠償の履行に充てるため，機構から，その必要額の交付を受けるものであ
り，賠償に要する金額に基づいていることなどから，時価等については記載していない。
受取手形及び売掛金は，顧客の信用リスクに晒されている。当該リスクに関しては，社内規程に従い，相手先ごと
の期日管理及び残高管理を行うとともに，支払期日を経過してなお支払われない場合については，督促等を行い回
収に努めている。
有利子負債には，金利変動リスクに晒されている借入れ及び社債があり，一部は金利スワップ取引を行うことによ
り当該リスクを回避している。

２．金融商品の時価等に関する事項
2021年３月31日における連結貸借対照表計上額，時価及びこれらの差額については，次のとおりである。

（単位：百万円）
連結貸借対照表
計上額（※1） 時価（※1） 差額

(1) 投資有価証券（※2）

その他有価証券 10,845 10,845 －

(2) 現金及び預金 454,886 454,886 －

(3) 受取手形及び売掛金 674,112 674,112 －

(4) 社債（※3） （2,705,412） （2,776,013） △ 70,601

(5) 長期借入金（※3） （215,925） （225,728） △ 9,803

(6) 短期借入金 （1,967,761） （1,967,761） －

(7) 支払手形及び買掛金 （307,293） （307,293） －
(※1) 負債に計上されているものについては，（　）で示している。
(※2) 連結貸借対照表上，「長期投資」に計上されている。
(※3) 連結貸借対照表上，「１年以内に期限到来の固定負債」に計上されているものが含まれている。

(注１) 金融商品の時価の算定方法
(1) 投資有価証券

株式は取引所の価格によっている。
(2) 現金及び預金，並びに (3) 受取手形及び売掛金

短期間で決済されるため，時価は帳簿価額にほぼ等しいことから，当該帳簿価額によっている。
(4) 社債

社債のうち，変動金利によるものは，短期間で市場金利を反映していることから，時価は帳簿価額にほぼ等し
いと考えられるため，当該帳簿価額によっている。固定金利によるもののうち市場価格のあるものの時価は，
市場価格によっている。市場価格のないものについては，元利金を同様の社債を発行した場合に適用されると
考えられる利率で割り引いて現在価値を算定している。

(5) 長期借入金
長期借入金のうち，変動金利によるものは，短期間で市場金利を反映していることから，時価は帳簿価額にほ
ぼ等しいと考えられるため，当該帳簿価額によっている。固定金利によるものは，一定の期間ごとに区分した
当該長期借入金の元利金の合計額を同様の借入れにおいて想定される利率で割り引いて現在価値を算定してい
る。ただし，金利スワップの特例処理の対象とされている長期借入金については，その金利スワップのレート
を借入金利とみなして現在価値を算定している。

(6) 短期借入金，並びに (7) 支払手形及び買掛金
短期間で決済されるため，時価は帳簿価額にほぼ等しいことから，当該帳簿価額によっている。

(注２) 非上場株式等（連結貸借対照表計上額24,034百万円）は，市場価格がなく，時価を把握することが極めて困難
と認められることから，「(1) 投資有価証券　その他有価証券」には含めていない。

－ 15 －
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【１株当たり情報に関する注記】
１．１株当たり純資産額 1,326円49銭
(注) １株当たり純資産額については，純資産の部の合計額から機構の優先株式の払込金額等を控除して算定しており，

算定上の基礎は以下のとおりである。
（算定上の基礎）

連結貸借対照表の純資産の部の合計額 3,142,801百万円
純資産の部の合計額から控除する金額 1,017,501百万円

うち優先株式の払込金額 1,000,000百万円
うち新株予約権 18百万円
うち非支配株主持分 17,483百万円

普通株式に係る当連結会計年度末の純資産額 2,125,299百万円
１株当たり純資産額の算定に用いられた 1,602,192千株
当連結会計年度の末日における普通株式の数

２．１株当たり当期純利益 112円90銭

【その他の注記】
１．連結計算書類は，会社計算規則に準拠し，電気事業会計規則に準じて作成している。

２．原子力損害賠償費及び原賠・廃炉等支援機構資金交付金
(1) 賠償及び除染に係るもの

イ　原子力損害賠償費
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について，原賠法に
基づく賠償を実施しており，当該賠償見積額と前連結会計年度の見積額との差額を原子力損害賠償費に計上し
ている。

ロ　原賠・廃炉等支援機構資金交付金
当社は機構に対し，原賠機構法第43条第１項の規定に基づき，2021年３月22日に同時点での要賠償額の見通
し額への資金援助額の変更を申請したことから，2020年３月19日申請時の金額との差額を原賠・廃炉等支援
機構資金交付金に計上している。

(2) 除染に係るもの
電気事業会計規則に基づき，当連結会計年度において，放射性物質汚染対処特措法等に基づく当社の国に対する
賠償債務（2015年１月１日以降に債務認識したもの）に対する原賠機構法の規定に基づく資金援助の申請額
297,251百万円については原子力損害賠償費及び原賠・廃炉等支援機構資金交付金から控除している。

（追加情報）
・原賠・廃炉等支援機構特別負担金の計上方法

資金援助を受けるにあたっては，原賠機構法第52条第１項の規定により機構が定める特別な負担金を支払うこ
ととされているが，その金額については，当社の収支の状況に照らし当連結会計年度ごとに機構における運営
委員会の議決を経て定められるとともに，主務大臣による認可が必要となることなどから，当連結会計年度分
として機構から通知を受けた額を除き，計上していない。

３．財務制限条項
社債（2,806百万円），１年以内に期限到来の固定負債（251,836百万円）及び短期借入金（912,265百万円）に
は，当社及び当社グループの財政状態，経営成績に係る財務制限条項が付されている。

４．原子炉の廃止に必要な固定資産及び原子炉の運転を廃止した後も維持管理することが必要な固定資産
原子炉の廃止に必要な固定資産及び原子炉の運転を廃止した後も維持管理することが必要な固定資産の残高は，
497,641百万円である。

５．共通支配下の取引等
2020年４月１日付けで，当社の再生可能エネルギー発電事業を会社分割の方法により東京電力リニューアブルパ
ワー株式会社へ承継させた。

(1) 取引の概要
①　対象となった事業の名称及び当該事業の内容

再生可能エネルギー発電事業
②　企業結合日

2020年４月１日

－ 16 －
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③　企業結合の法的形式
当社を分割会社とし，当社の100％子会社である東京電力リニューアブルパワー株式会社を承継会社とする吸
収分割

④　結合後企業の名称
変更なし。

⑤　取引の目的を含む取引の概要
当社グループの再生可能エネルギーの認知度向上を志向した再生可能エネルギー電源への特化，国内外のパー
トナーとの連携や大規模な投資等に対する迅速な意思決定のための責任と権限の明確化，さらには，それを支
える資金調達の柔軟化を目的として，再生可能エネルギー発電事業を承継会社へ吸収分割した。

(2) 実施した会計処理の概要
企業結合会計基準及び企業結合及び事業分離等に関する適用指針に基づき，共通支配下の取引として処理してい
る。

(注) 本文中で用いた法令等の略称は，以下のとおりである。

本文中の表記 法令等の名称

原賠機構法 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法（平成23年８月10日 法律第94号）

原子力損害に関する中間指針 東京電力株式会社福島第一，第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定
等に関する中間指針（平成23年８月５日）

放射性物質汚染対処特措法
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事
故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法（平
成23年８月30日 法律第110号）

電気事業会計規則 電気事業会計規則（昭和40年 通商産業省令第57号）

補償契約法 原子力損害賠償補償契約に関する法律（昭和36年６月17日 法律第148号）

改正再処理等積立金法 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関す
る法律の一部を改正する法律（平成28年５月18日 法律第40号）

原子炉等規制法 核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年６月10日 法律
第166号）

資産除去債務適用指針 資産除去債務に関する会計基準の適用指針（企業会計基準適用指針第21号 平成23
年３月25日）

解体引当金省令 原子力発電施設解体引当金に関する省令（平成元年 通商産業省令第30号）

電事法施行規則改正省令 電気事業法施行規則等の一部を改正する省令（平成29年 経済産業省令第77号）

電事法施行規則 電気事業法施行規則（平成７年 通商産業省令第77号）

会計上の見積りの開示に関す
る会計基準

会計上の見積りの開示に関する会計基準（企業会計基準第31号 2020年３月31
日）

原賠法 原子力損害の賠償に関する法律（昭和36年６月17日 法律第147号）

電事法 電気事業法（昭和39年 法律第170号）

原子力償却準備引当金省令 原子力発電工事償却準備引当金に関する省令（平成19年 経済産業省令第20号）

会社計算規則 会社計算規則（平成18年 法務省令第13号）

企業結合会計基準 企業結合に関する会計基準（企業会計基準第21号 平成31年１月16日）

企業結合及び事業分離等に関
する適用指針

企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針（企業会計基準適用指
針第10号 平成31年１月16日）

－ 17 －
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株主資本等変動計算書（2020年４月１日から2021年３月31日まで）

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 本 準 備 金 そ の 他
資 本 剰 余 金 利 益 準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

特 定 災 害
防 止 準 備 金 別 途 積 立 金

当 事 業 年 度 期 首 残 高 1,400,975 743,555 43 169,108 161 1,076,000

当 事 業 年 度 変 動 額

特定災害防止準備金の積立 13

当 期 純 利 益

自 己 株 式 の 取 得

自 己 株 式 の 処 分 △             2

株主資本以外の項目の当該
事業年度変動額（純額）

当事業年度変動額合計 - - △             2 - 13 -

当 事 業 年 度 末 残 高 1,400,975 743,555 40 169,108 174 1,076,000

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計
利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計

そ の 他
有 価 証 券
評 価 差 額 金

その他利益剰余金

繰 越 利 益
剰 余 金

当 事 業 年 度 期 首 残 高 △   1,411,784 △          7,680 1,970,379 △             361 1,970,018

当 事 業 年 度 変 動 額

特定災害防止準備金の積立 △               13 - -

当 期 純 利 益 36,281 36,281 36,281

自 己 株 式 の 取 得 △                 7 △                 7 △                 7

自 己 株 式 の 処 分 3 0 0

株主資本以外の項目の当該
事業年度変動額（純額） 806 806

当事業年度変動額合計 36,268 △                 3 36,274 806 37,081

当 事 業 年 度 末 残 高 △   1,375,516 △          7,684 2,006,653 445 2,007,099

－ 18 －
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個　別　注　記　表
2020年 4 月 1 日から
2021年 3 月31日まで

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】
１．資産の評価基準及び評価方法
(1)長期投資のうちその他有価証券

時価のある有価証券は，決算日の市場価格等による時価法（売却原価は移動平均法）により評価し，その評価差
額は全部純資産直入法によっている。
時価のない有価証券は，移動平均法による原価法によっている。

(2)関係会社長期投資のうち有価証券
移動平均法による原価法によっている。

(3)たな卸資産
主として，収益性の低下に基づく簿価切下げを行う移動平均法による原価法によっている。

２．固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は定率法によっている。
無形固定資産は定額法によっている。
なお，有形固定資産には特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産を計上しているが，当該廃止
措置に係る費用の計上方法については，「５．原子力発電施設解体費の計上方法」に記載している。

３．引当金の計上基準
(1)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため，当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上してい
る。
退職給付債務の算定にあたり，退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については，期間定
額基準によっている。
過去勤務費用は，その発生時に全額を費用処理している。
数理計算上の差異は，各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（３年）による
定額法により按分した額を，それぞれ発生の当事業年度から費用処理している。

(2)災害損失引当金
イ　新潟県中越沖地震による損失等に係るもの

新潟県中越沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用又は損失に備えるため，当事業年度末における
見積額を計上している。

ロ　東北地方太平洋沖地震による損失等に係るもの
東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用又は損失に備えるため，当事業年度末にお
ける見積額を計上している。
災害損失引当金に含まれる主な費用又は損失の計上方法等については以下のとおりである。

①　福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失
政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力中長期対策会議により「東京電力（株）福島第
一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」（2011年12月21日）が策定され（2019
年12月27日最終改訂），当社はこの主要な目標工程等を達成するための具体的な計画として「廃炉
中長期実行プラン2021」（2021年３月25日改訂）を策定した。
これらに係る費用又は損失のうち，通常の見積りが可能なものについては，具体的な目標期間と個々
の対策内容に基づく見積額を計上している。ただし，原賠機構法第55条の９第２項の承認の申請をし
た廃炉等積立金の取戻しに関する計画における炉心等除去に要する費用は，ここには含んでいない。
当炉心等除去に要する費用の詳細は，「３．引当金の計上基準 (3) 特定原子力施設炉心等除去準備引
当金及び特定原子力施設炉心等除去引当金」に記載している。
通常の見積りが困難であるものは，海外原子力発電所事故における実績額に基づく概算額を計上して
いる。
なお，当損失又は費用の見積りに関して，通常の見積りが可能なものと困難であるものと分類した上
で，それぞれの見積方法，並びに見積りに含まれる不確実性の詳細は，「【会計上の見積りに関する
注記】１．福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失に係る引当金」
に記載している。
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②　福島第一原子力発電所１～４号機の廃止に関する費用又は損失のうち加工中等核燃料の処理費用
今後の使用が見込めない加工中等核燃料に係る処理費用について，当該費用の現価相当額（割引率
4.0％）を計上している。
なお，装荷核燃料に係る処理費用は雑固定負債に含めて表示している。

ハ　台風第19号（東日本台風）により被災した資産の復旧等に要する費用に係るもの
2019年10月に発生した台風第19号（東日本台風）により被災した資産の復旧等に要する費用に備えるた
め，当事業年度末における見積額を計上している。

ニ　福島県沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用に係るもの
2021年２月に発生した福島県沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用に備えるため，当事業年度
末における見積額を計上している。

（追加情報）
・当事業年度末における災害損失引当金残高の内訳

イ　新潟県中越沖地震による損失等に係るもの 4,860百万円
ロ　東北地方太平洋沖地震による損失等に係るもの 496,172百万円

うち①　福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた
費用又は損失

488,443百万円

②　福島第一原子力発電所１～４号機の廃止に関する費用又は損
失のうち加工中等核燃料の処理費用

6,620百万円

③　その他 1,107百万円
ハ　台風第19号（東日本台風）により被災した資産の復旧等に要する費用に

係るもの
18百万円

ニ　福島県沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用に係るもの 3,825百万円
合計 504,876百万円

(3)特定原子力施設炉心等除去準備引当金及び特定原子力施設炉心等除去引当金
東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用又は損失に備えるため，原賠機構法第55条の９
第２項の承認の申請をした廃炉等積立金の取戻しに関する計画に定める金額のうち炉心等除去に要する費用を
計上している。また，申請額のうち，未承認額は特定原子力施設炉心等除去準備引当金に，既承認額は特定原子
力施設炉心等除去引当金に計上している。
なお，当損失又は費用の見積りに関する不確実性の詳細は，「【会計上の見積りに関する注記】１．福島第一原
子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失に係る引当金」に記載している。
（追加情報）

・廃炉等積立金
原賠機構法第55条の３第１項の規定に基づき，機構より通知を受け，積立てを行った金額を廃炉等積立金と
して計上している。
なお，当該積立金は，廃炉等実施認定事業者の廃炉等の適正かつ着実な実施を確保するため，2018年度よ
り，原賠機構法の規定に基づき，機構に積立てを実施しているものである。当該積立金と積立スキーム図及
び関連する引当金との関係については，「【会計上の見積りに関する注記】１．福島第一原子力発電所の事
故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失に係る引当金」に記載している。

(4)原子力損害賠償引当金
イ　賠償及び除染に係る引当金の計上方法

東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害に係る賠償に要
する費用に備えるため，当事業年度末における賠償見積額を原子力損害賠償引当金に計上している。賠償額
の見積りは，原子力損害賠償紛争審査会が決定する，原子力損害に関する中間指針等の賠償に関する国の指
針や，放射性物質汚染対処特措法等の法律，これらを踏まえた当社の賠償基準，また，損害賠償請求実績や
客観的な統計データ等に基づいている。
なお，新たな賠償に関する国の指針の決定や，当社の賠償基準の策定，また，参照するデータの精緻化や被
害を受けられた皆さまとの合意等により，今後変動する可能性があるものの，当事業年度末における合理的
な見積額を計上している。

ロ　除染に係る引当金の相殺表示
同原子力損害の除染に係る賠償に要する費用への備えについては，電気事業会計規則に基づき，当事業年度
末において，原子力損害賠償引当金を，同額の未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金と相殺表示している。
具体的には，当事業年度末において，補償契約法の規定による補償金の受入額188,926百万円及び放射性物
質汚染対処特措法等に基づく当社の国に対する賠償債務（2015年１月１日以降に債務認識したもの）に対
応する原賠機構法の規定に基づく資金援助の申請額に係る未収金1,824,484百万円は，未収原賠・廃炉等支
援機構資金交付金及び原子力損害賠償引当金から控除している。
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４．使用済燃料再処理等拠出金費の計上方法
使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は，改正再処理等積立金法第４条第１項に規定する拠出金を，運転に伴
い発生する使用済燃料の量に応じて費用計上する方法によっている。当拠出金を使用済燃料再処理機構に納付す
ることにより原子力事業者の費用負担の責任が果たされ，同機構が再処理等を実施することとなる。
なお，使用済燃料の再処理関連加工に係る拠出金については，使用済燃料再処理関連加工仮勘定に計上している。

５．原子力発電施設解体費の計上方法
(1)通常時の処理方法

原子炉等規制法に規定された特定原子力発電施設の廃止措置に係る費用の計上方法については，資産除去債務適
用指針第８項を適用し，解体引当金省令の規定に基づき，経済産業大臣の承認を受けた原子力発電施設解体費の
総見積額を，発電設備の見込運転期間にわたり定額法で計上する方法によっている。

(2)廃炉時の処理方法
エネルギー政策の変更や安全規制の変更等に伴って，原子炉を廃止する場合で，発電事業者の申請に基づき経済
産業大臣の承認を受けたときは，特定原子力発電施設の廃止日の属する月から起算して10年が経過する月までの
期間にわたり，定額法で費用計上している。

なお，総見積額の現価相当額を資産除去債務に計上している。
（追加情報）

・福島第一原子力発電所１～４号機の解体費用の見積り
被災状況の全容の把握が困難であることから，今後変動する可能性があるものの，当事業年度末の合理的な見
積りが可能な範囲における概算額を計上している。
なお，福島第一原子力発電所の解体に係る費用について，当該費用及び資産除去債務とその他の引当金との関
係については，「【会計上の見積りに関する注記】１．福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に
向けた費用又は損失に係る引当金」に記載している。

６．原子力廃止関連仮勘定償却費の計上方法及び廃炉円滑化負担金
廃炉の円滑な実施等を目的として廃炉会計制度が措置され，エネルギー政策の変更や安全規制の変更等に伴い廃止
した原子炉においては，その残存簿価等について同制度の適用を受けることで一般送配電事業者の託送料金の仕組
みを通じて回収することとなる。
なお，従前は小売規制料金による回収が認められてきたが，制度継続の観点から2020年10月より現在の回収方法
に移行されている。

(1)原子力廃止関連仮勘定の償却
当社は2019年７月31日の取締役会決議により，福島第二原子力発電所１～４号機の廃止を決定したことから，
同日，電気事業会計規則第28条の３第２項に基づき，経済産業大臣に原子力廃止関連仮勘定承認申請書を提出
し，同年８月19日に承認され，当該原子炉の廃止に伴って生ずる使用済燃料再処理等拠出金費（使用済燃料再処
理等既発電費を除く）及び当該燃料の解体に要する費用に相当する額を原子力廃止関連仮勘定に計上している。
原子力廃止関連仮勘定は電事法施行規則改正省令附則第８条の規定に基づき，一般送配電事業者からの払渡しに
応じて償却している。

(2)廃炉円滑化負担金
電事法施行規則第45条の21の６の規定に基づき，原子力廃止関連仮勘定及び原子力発電施設解体引当金の要引
当額について，経済産業大臣に廃炉円滑化負担金承認申請書を提出し，2020年７月22日に承認され，東京電力
パワーグリッド株式会社及び東北電力ネットワーク株式会社において電事法施行規則第45条の21の５の規定に
基づき，2020年10月１日を実施期日として託送供給等約款の変更を行い，廃炉円滑化負担金の回収及び当社へ
の払渡しを行っている。
一般送配電事業者から払い渡された廃炉円滑化負担金は，電気事業会計規則に基づき，廃炉円滑化負担金相当収
益として計上している。

７．退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は，連結計算書類における会計処理の方法と異なってい
る。

８．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は，税抜方式によっている。
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【表示方法の変更に関する注記】
会計上の見積りの開示に関する会計基準の適用に伴う変更

会計上の見積りの開示に関する会計基準を当事業年度から適用し，【会計上の見積りに関する注記】を記載してい
る。

【会計上の見積りに関する注記】
１．福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失に係る引当金
(1)当事業年度の計算書類に計上した金額

当事業年度の計算書類に計上した災害損失引当金は488,443百万円，特定原子力施設炉心等除去引当金は
170,369百万円である。

(2)会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報
イ　当事業年度の計算書類に計上した金額の算出方法

①　廃炉に関連した見積りの前提
東京電力ホールディングス株式会社（以下，「東電HD」という）では，原子力損害賠償・廃炉等支援
機構（以下，「機構」という）により指定された額について，廃炉等に充てる資金の積立てを行い（廃
炉等積立金），機構と共同で，廃炉作業を想定した上で必要となる資金について取戻し計画を策定す
る。
当該計画について，経済産業大臣の承認を受けたのちに，廃炉等積立金の取戻しを行い，実際の廃炉作
業への支出を行っている。廃炉作業に関連して発生する費用又は損失に係る引当金は，災害損失引当
金，特定原子力施設炉心等除去準備引当金 (※) 及び特定原子力施設炉心等除去引当金の三つの科目で
貸借対照表上に計上している。

 

(※) 当事業年度の廃炉等積立金の取戻しに関する計画において，新たな申請額がないことから当事業年
度は計上していない。

着実な
廃炉の実施

※機構及び東電HDとの共同作成

福島第一
原子力
発電所

廃炉の実施計画の届出

積立額の通知

積立て

取戻し

積立額の
申請・認可

取戻し計画※
の申請・承認

東電
ＨＤ

経済産業
大臣機構

災害損失引当金，特定原子力施設炉心等除去準備引当金及び特定原子力施設炉心等除去引当金の関係

引当の対象 取戻し計画の状況 引当金の名称

取戻し計画に定める金額のうち炉心
等除去に要する費用

大臣の承認前 特定原子力施設炉心等除去準備引当金

大臣の承認後 特定原子力施設炉心等除去引当金

その他 災害損失引当金

②　会計上の見積方法
ａ　災害損失引当金

災害損失引当金に含まれる主な費用又は損失の計上方法等については以下のとおりである。
Ⅰ　福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失

「【重要な会計方針に係る事項に関する注記】３．引当金の計上基準 (2) 災害損失引当金」に記載
の経緯を踏まえ，通常の見積りが可能な費用又は損失については，具体的な目標期間と個々の対策
内容に基づく見積額（原賠機構法第55条の９第２項の承認の申請をした廃炉等積立金の取戻しに関
する計画における炉心等除去に要する費用を除く）を計上している。一方，将来の工事等の具体的
な内容を当事業年度末では想定できず，通常の見積りが困難である費用又は損失については，海外
原子力発電所事故における実績額に基づく概算額を計上している。

Ⅱ　福島第一原子力発電所１～４号機の廃止に関する費用又は損失のうち加工中等核燃料の処理費用
「【重要な会計方針に係る事項に関する注記】３．引当金の計上基準 (2) 災害損失引当金」に記載
している。
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ｂ　特定原子力施設炉心等除去準備引当金及び特定原子力施設炉心等除去引当金
「【重要な会計方針に係る事項に関する注記】３．引当金の計上基準 (3) 特定原子力施設炉心等除去
準備引当金及び特定原子力施設炉心等除去引当金」に記載している。

なお，事故炉である福島第一原子力発電所の解体費用の見積りについては，通常炉と同様の状況にまで復
旧させるための費用は，災害損失引当金，特定原子力施設炉心等除去準備引当金及び特定原子力施設炉心
等除去引当金として計上し，通常炉としての解体費用については，原子力発電施設解体費として計上して
いる。前者については，以下の不確実性が存在する一方，後者については，通常炉と同様の省令に準じた
見積りとなる。

ロ　当事業年度の計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
災害損失引当金，特定原子力施設炉心等除去準備引当金及び特定原子力施設炉心等除去引当金に含まれる，
主要な仮定とその不確実性は以下のとおりである。
①　通常の見積りが可能なもの

2021年３月25日に公表した廃炉中長期実行プランでは，廃炉の主要な作業プロセスを提示した。当事
業年度末においては，これに基づき関連する費用の見積りを行っている。
福島第一原子力発電所の廃炉は過去に前例のない取組みであり，それ自体に不確実性を内包している
が，それでも至近３年程度は概念検討等が進んでいることから具体的な工事や作業を計画しやすい一方
で，それ以降はこれから具体的な検討をするものが多く，中でもデブリ取出しに関しては本格的に取り
出すための装置は構想に近い段階にある等，長期にわたる工事や作業の金額を見積もるにあたっては，
多くの仮定を置かざるを得ない。今回の見積りでは，それぞれの作業プロセスにおいて，現在進められ
ている国等の研究の状況や実施内容が類似する過去の作業内容に基づいた仮定を置いているが，今後の
研究の進展や現場状況のより詳細な把握，ステップ・バイ・ステップのアプローチに基づく新たな技術
的知見の獲得等により，見積りの前提として置いた仮定は見直しが必要となることも考えられる。この
ような場合，新たな作業や想定していた作業方法の変更，作業の範囲の見直し，作業単価の変動等が生
じ，廃炉費用の見積りは変動する可能性がある。

②　通常の見積りが困難なもの
工事等の具体的な内容を現時点では想定できず，通常の見積りが困難な費用又は損失については，類似
事例である米スリーマイル島原子力発電所（以下，「ＴＭＩ」という）の事故における費用実績額に基
づく概算額を計上している。
当見積りにおいては，ＴＭＩでの費用処理実績額に，ＴＭＩの事故発生時から福島第一原子力発電所の
事故発生時までの間における物価上昇率，為替レート等に，取出し対象基数等を加味して算定を行って
いる。これには，廃炉に必要となる作業の種類，範囲及び量は，発電機の基数に比例する等の仮定に基
づいているが，ＴＭＩと福島第一原子力発電所では，燃料デブリの量や，原子炉内の存在箇所の違いに
よる難易度の違い等，状況の差異があることから，想定した見積りと実際の作業の種類・範囲及び量が
変動する可能性がある。また，事故炉の廃炉という極めて限定的かつ長期にわたって発生する作業につ
いて，作業の種類・範囲及び量が一定であったとした場合においても，物価水準の変動，技術革新の状
況等が生じ，廃炉費用の見積りは変動する可能性がある。

ハ　翌事業年度の計算書類に及ぼす影響
上記により，通常の見積りが可能なもの，通常の見積りが困難なもの，それぞれについて最善の見積りを行
っているものの不確実性は存在し，今後の状況の変化によって，翌事業年度の財政状態及び経営成績に重要
な影響を及ぼす可能性がある。

２．原子力発電設備等の評価
(1)当事業年度の計算書類に計上した金額

当事業年度の計算書類に計上した柏崎刈羽原子力発電所に係る原子力発電設備，建設仮勘定及び核燃料等は，
930,670百万円である。

(2)会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報
イ　当事業年度の計算書類に計上した金額の算出方法

会計上の見積方法
事業用の固定資産については，資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった場合，一定の条
件の下で回収可能性を反映させるように帳簿価額を減額することが要求される。原子力発電設備等につい
ては，独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位である発電所を資産グループに設定しており，この
うち柏崎刈羽原子力発電所については，１～７号機の各ユニットに係る原子力発電設備等を一つの資産グル
ープとし，電力取引契約を通じた電気料金収入などによる投資の回収状況を踏まえ，減損の判定を行ってい
る。
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同発電所は，従前より総合特別事業計画の下で，新規制基準への対応と地元のご理解を得るべく取組みを進
めてきたが，「核物質防護設備の機能の一部喪失」，「ID不正使用」及び「安全対策工事の一部未完了」と
いう一連の事案の発生を当社として大変重く受け止め，根本的な原因究明の上で抜本的な改革に取り組んで
いく段階にある。同発電所は，2012年３月に定期点検のため６号機の稼働を停止して以降，現在まで長期
にわたり不稼働状態が継続しており，こうした状況を踏まえ，当社は同発電所資産グループについて減損の
兆候を認識し，減損損失の認識の検討を行った。
当該検討にあたっては，割引前将来キャッシュ・フローの総額を見積り，当資産グループの帳簿価額との比
較を行った。
その結果，割引前将来キャッシュ・フローの見積総額が当資産グループの帳簿価額を上回るため，減損は不
要と判断している。

ロ　当事業年度の計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
柏崎刈羽原子力発電所に係る原子力発電設備等の資産性評価に含まれる主要な仮定は，ユニットごとの稼働
状況，安全対策工事に係るコスト，将来の電力価格であり，いずれも不確実性を含んでいる。今後は，一連
の事案を踏まえた追加検査を含め，原子力規制委員会の安全規制審査に合格した上で立地自治体のご理解を
得ていくことが必要となる。また，原子力規制委員会の新規制基準に対応するための安全対策工事に係るコ
ストについては，計画されている工事についての材料費や作業員の労務費等の工事費の上振れの可能性に加
え，原子力規制委員会の他の原子力発電事業者に対する審査も含めた今後の審査の進展により，新規制基準
の改訂等による規制対応への要求事項の高度化・厳格化により工事費が上振れする可能性がある。さらに，
将来の電力価格も，全国の電力需給の状況，火力発電の燃料費のベースとなる原油価格の状況やこれらを含
めた日本卸電力取引所の電力価格等の状況などの影響に大きく依存する。

ハ　翌事業年度の計算書類に及ぼす影響
上記の不確実性については，現時点において入手可能な情報をもとに最大限の見積りを行っているが，将来
のこれらの項目の変動により，当社の財政状態，経営成績，キャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼ
す可能性がある。今後減損会計の適用により，上記原子力発電設備，建設仮勘定及び核燃料等の総額の一部
が影響を受ける可能性がある。

３．退職給付引当金及び前払年金費用
(1)当事業年度の計算書類に計上した金額

当事業年度の計算書類に計上した退職給付引当金は87,940百万円，前払年金費用は42,194百万円である。

(2)会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報
イ　当事業年度の計算書類に計上した金額の算出方法

会計上の見積方法
「【重要な会計方針に係る事項に関する注記】３．引当金の計上基準 (1) 退職給付引当金」に記載してい
る。
なお，退職給付債務の計算において使用する割引率は，期末のダブルＡ格社債の利回り（指標利率）を基に
決定しており，当事業年度は1.0％を採用している。また，年金資産の長期期待運用収益率は，運用方針や
保有している年金資産のポートフォリオ及び過去の運用実績等を基に決定しており，当事業年度は2.5％を
採用している。

ロ　当事業年度の計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
従業員の退職給付に係る債務及び費用は，割引率，退職率，死亡率，年金資産の長期期待運用収益率，年金
数理計算上の基礎率等について合理的な仮定に基づき見積もっているが，実績との差異や仮定の変動は，将
来の退職給付に係る債務・費用に影響を及ぼす可能性がある。
指標利率の変動により割引率を変更することとなった場合は退職給付債務が変動するが，退職給付債務が
10％以上変動しないと見込まれる場合は，重要性基準により変更しない。
また，年金資産として保有している株式や債券は，金融市場の動向により時価が変動する。

ハ　翌事業年度の計算書類に及ぼす影響
上記により，最善の見積りを行っているものの不確実性は存在し，今後の状況の変化によって，翌事業年度
の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす可能性がある。
会計方針に基づき，数理計算上の差異は発生の当事業年度より３年間で定額償却しており，変動影響は以下
のとおりである。

退職給付債務への影響 退職給付費用への影響（年）

割引率0.1％あたり 2,900百万円程度 900百万円程度

年金資産運用収益率の差異1.0％あたり 1,600百万円程度 500百万円程度
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【貸借対照表に関する注記】
１．担保に供している資産及び担保に係る債務
(1)総財産を社債及び株式会社日本政策投資銀行借入金の一般担保に供している。

社債（１年以内に償還すべき金額を含む） 524,642百万円
株式会社日本政策投資銀行借入金（１年以内に返済すべき金額を含む） 56,821百万円

(2)原賠法に基づき，福島第一原子力発電所の原子炉の冷却や滞留水の処理等に対して，原子力事業者が講ずべき損害
賠償措置として供託している。

雑流動資産 120,000百万円

２．有形固定資産の減価償却累計額 4,618,496百万円

３．保証債務等
(1)保証債務

イ　以下の会社の金融機関からの借入金に対する保証債務
日本原燃株式会社 25,327百万円
リサイクル燃料貯蔵株式会社 112百万円
SKZ－U LLP 218百万円

ロ　ITM O&M Company LimitedのArabian Power Companyとの運転保守契約
の履行に対する保証債務（※）

664百万円

ハ　PT. Paiton Operation and Maintenance IndonesiaのPT. Paiton Energyと
の運転保守契約の履行に対する保証債務（※）

489百万円

ニ　従業員の持ち家財形融資等による金融機関からの借入金に対する保証債務
うち，80,447百万円は当社以外にも連帯保証人がいる保証債務である。

103,356百万円

合計 130,167百万円
（※）上記の保証債務残高のうち1,153百万円については，株式会社ＪＥＲＡとの間で，当社に債務保証履行による

損失が生じた場合，同社が当該損失を補填する契約を締結している。

(2)偶発債務
原子力損害の賠償のうち除染等に係る偶発債務

放射性物質汚染対処特措法に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が，国の財政上の措置の下に
進められている。当該措置に係る費用のうち，当事業年度末で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状
況になく，費用負担の在り方について国と協議中である費用等については，合理的に見積もることができな
い。
なお，係る費用に対し機構は，原賠機構法に基づき，申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行う
こととされている。

４．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
長期金銭債権 686,129百万円 短期金銭債権 402,608百万円
長期金銭債務 429,416百万円 短期金銭債務 1,427,002百万円

５．損益計算書に記載されている附帯事業に係る固定資産の金額
シェアオフィス事業 専用固定資産 570百万円

６．会社法以外の法令の規定による引当金
原子力発電工事償却準備引当金

原子力発電所の運転開始直後に発生する減価償却費の負担を平準化するため，電事法第27条の３及び同条の29
の規定により，原子力償却準備引当金省令に基づき計上している。

【損益計算書に関する注記】
関係会社との取引高

営業取引による取引高 費用 95,515百万円 収益 481,936百万円
営業取引以外の取引による取引高 122,595百万円

【株主資本等変動計算書に関する注記】
当事業年度の末日における自己株式の数 3,265,647株
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【税効果会計に関する注記】
繰延税金資産の発生の主な原因は，組織再編等に伴う関係会社株式，資産除去債務，災害損失引当金であり，繰延税金
負債の発生の主な原因は，未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金である。
なお，有価証券評価差額金を除き，将来減算一時差異と将来加算一時差異の解消見込額を相殺した純額の繰延税金資産
から同額の評価性引当額を控除しているため，有価証券評価差額金に係る繰延税金負債のみ貸借対照表に計上してい
る。

連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用
改正法人税法において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制
度の見直しが行われた項目については，グループ通算制度移行に係る税効果会計適用の取扱い第３項の取扱いによ
り，税効果適用指針第44項の定めを適用せず，繰延税金資産及び繰延税金負債の額について，改正前の税法に基づい
ている。

【リースにより使用する固定資産に関する注記】
貸借対照表に計上した固定資産のほか，原子力発電設備の一部については，所有権移転外ファイナンス・リース契約に
て使用している。

【関連当事者との取引に関する注記】
１．主要株主

種類 会社等の
名称又は氏名

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有
(被所有)

割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）

主要株主
原子力損害

賠償・廃炉等
支援機構

原賠機構法
の規定による

負担金の収納，
資金援助，

相談及び廃炉等
積立金の管理 等

（被所有）
直接

50.09％

原賠機構法
に基づく

資金援助の
受入れ，

負担金の納付
及び廃炉等
積立金の
積立て

交付資金の
受入れ
（※1）

521,400
未収原賠
・廃炉等
支援機構

資金交付金
490,125

負担金の
納付

（※2）
117,832 未払費用 117,832

廃炉等
積立金の
積立て
（※3）

280,425 廃炉等
積立金 485,000

取引条件及び取引条件の決定方針等
(※1) 交付資金の受入れは，原賠機構法第41条第１項の規定に基づく資金援助である。
(※2) 負担金の納付は，原賠機構法第38条第１項及び同法第52条第１項の規定に基づくものである。
(※3) 廃炉等積立金の積立ては，原賠機構法第55条の３第１項の規定に基づくものである。

２．子会社

種類 会社等の
名称又は氏名

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有

（被所有）
割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）

子会社
東京電力

フュエル＆
パワー

株式会社

燃料・火力発電
事業を営む関連会
社の事業活動管理

（所有）
直接

100％

資金貸借取引

役員の兼任
資金の預り

（※） － 関係会社
短期債務 157,406

取引条件及び取引条件の決定方針等
 

(※) 資金の預りは，ＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）に係るものであり，市場金利を勘案して利率
を合理的に決定している。なお，取引が反復的に行われているため，取引金額の記載は省略している。
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種類 会社等の
名称又は氏名

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有

（被所有）
割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）

子会社
東京電力

パワーグリッド
株式会社

一般送配電事業 等
（所有）

直接
100％

原賠機構法に
基づく廃炉等

積立金に
充てるための
廃炉等負担金

の受入れ

資金貸借取引

被債務保証

役員の兼任

廃炉等負担
金の受入れ

（※1）
134,576 関係会社

短期債権 134,576

社債の引受
け

（※2）
202,443 関係会社

長期投資 514,251

社債利息の
受取

（※3）
8,855 関係会社

短期債権 1,320

資金の貸付
け

（※4）
9,663

関係会社
長期投資 36,966

関係会社
短期債権 1,458

資金の預り
（※5） － 関係会社

短期債務 1,051,462

被債務保証
（※6） 324,883 － －

取引条件及び取引条件の決定方針等
 

(※1) 廃炉等負担金の受入れは，機構とともに策定した総合特別事業計画において，「廃炉事業のための資金は，
東電グループ全体で総力を上げて捻出していくが，グループ内での最適な役割分担の下，規制料金下にある
送配電事業における合理化分について，東電PGが廃炉に要する資金として東電HDに支払う」という趣旨に
基づき，当社が原賠機構法第55条の３第１項に規定する廃炉等積立金に充てるため，東京電力パワーグリッ
ド株式会社から受け入れた金額である。

(※2) 社債の引受けは，東京電力パワーグリッド株式会社発行のＩＣＢ（Inter Company Bond）を引き受けたも
のであり，当社が発行した社債等と同様の条件で利率を決定している。

(※3) 社債利息の受取は，東京電力パワーグリッド株式会社発行のＩＣＢに係るものである。
(※4) 資金の貸付けは，東京電力パワーグリッド株式会社に対しＩＣＬ（Inter Company Loan）により貸し付け

たものであり，当社の借入金と同様の条件で利率を決定している。
(※5) 資金の預りは，ＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）に係るものであり，市場金利を勘案して利

率を合理的に決定している。なお，取引が反復的に行われているため，取引金額の記載は省略している。
(※6) 被債務保証は，当社の借入金等に対して東京電力パワーグリッド株式会社より債務保証を受けたものである。

なお，信用力を勘案した保証料を支払っている。

種類 会社等の
名称又は氏名

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有

（被所有）
割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）

子会社
東京電力
エナジー

パートナー
株式会社

小売電気事業 等
（所有）

直接
100％

電気の販売

資金貸借取引

役員の兼任

電気の販売
（※1） 234,409 売掛金 14,021

社債の引受
け

（※2）
39,004 関係会社

長期投資 47,094

資金の貸付
け

（※3）
744

関係会社
長期投資 2,586

関係会社
短期債権 159,271

資金の借入
れ

（※4）
－ 関係会社

長期債務 400,000

取引条件及び取引条件の決定方針等
(※1) 販売価格は，発電原価及び市場の状況等を踏まえ協議の上決定している。
(※2) 社債の引受けは，東京電力エナジーパートナー株式会社発行のＩＣＢ（Inter Company Bond）を引き受け

たものであり，当社が発行した社債等と同様の条件で利率を決定している。
(※3) 資金の貸付けは，東京電力エナジーパートナー株式会社に対しＩＣＬ（Inter Company Loan）により貸し

付けたものであり，当社の借入金と同様の条件で利率を決定している。また，ＣＭＳ（キャッシュ・マネジ
メント・システム）に係るものは，市場金利を勘案して利率を合理的に決定し，取引が反復的に行われてい
るため，取引金額の記載は省略している。

(※4) 資金の借入れは，市場金利を勘案して利率を合理的に決定している。
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種類 会社等の
名称又は氏名

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有

（被所有）
割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）

子会社
東京電力

リニューア
ブルパワー
株式会社

再生可能エネル
ギー発電事業 等

（所有）
直接

100％

資金貸借取引

役員の兼任
資金の預り

（※） － 関係会社
短期債務 69,894

取引条件及び取引条件の決定方針等
 

(※) 資金の預りは，ＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）に係るものであり，市場金利を勘案して利率
を合理的に決定している。なお，取引が反復的に行われているため，取引金額の記載は省略している。

【１株当たり情報に関する注記】
１．１株当たり純資産額 627円96銭
(※) １株当たり純資産額については，純資産の部の合計額から機構の優先株式の払込金額を控除して算定しており，

算定上の基礎は以下のとおりである。
（算定上の基礎）

貸借対照表の純資産の部の合計額 2,007,099百万円
純資産の部の合計額から控除する金額 1,000,000百万円

うち優先株式の払込金額 1,000,000百万円
普通株式に係る当事業年度末の純資産額 1,007,099百万円
１株当たり純資産額の算定に用いられた 1,603,751千株
当事業年度の末日における普通株式の数

２．１株当たり当期純利益 22円62銭

【その他の注記】
１．原子力損害賠償費及び原賠・廃炉等支援機構資金交付金
(1)賠償及び除染に係るもの

イ　原子力損害賠償費
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について，原賠法
に基づく賠償を実施しており，当該賠償見積額と前事業年度の見積額との差額を原子力損害賠償費に計上し
ている。

ロ　原賠・廃炉等支援機構資金交付金
当社は機構に対し，原賠機構法第43条第１項の規定に基づき，2021年３月22日に同時点での要賠償額の見
通し額への資金援助額の変更を申請したことから，2020年３月19日申請時の金額との差額を原賠・廃炉等
支援機構資金交付金に計上している。

(2)除染に係るもの
電気事業会計規則に基づき，当事業年度において，放射性物質汚染対処特措法等に基づく当社の国に対する賠償
債務（2015年１月１日以降に債務認識したもの）に対する原賠機構法の規定に基づく資金援助の申請額
297,251百万円については原子力損害賠償費及び原賠・廃炉等支援機構資金交付金から控除している。

（追加情報）
・原賠・廃炉等支援機構特別負担金の計上方法

資金援助を受けるにあたっては，原賠機構法第52条第１項の規定により機構が定める特別な負担金を支払うこ
ととされているが，その金額については，当社の収支の状況に照らし当事業年度ごとに機構における運営委員
会の議決を経て定められるとともに，主務大臣による認可が必要となることなどから，当事業年度分として機
構から通知を受けた額を除き，計上していない。

２．財務制限条項
社債（2,806百万円）及び１年以内に期限到来の固定負債（251,836百万円）には，当社及び当社グループの財政
状態，経営成績に係る財務制限条項が付されている。

３．原子炉の廃止に必要な固定資産及び原子炉の運転を廃止した後も維持管理することが必要な固定資産
原子炉の廃止に必要な固定資産及び原子炉の運転を廃止した後も維持管理することが必要な固定資産の残高は，
497,641百万円である。
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４．共通支配下の取引等
2020年４月１日付けで，当社の再生可能エネルギー発電事業を会社分割の方法により東京電力リニューアブルパ
ワー株式会社へ承継させた。

(1)取引の概要
①　対象となった事業の名称及び当該事業の内容

再生可能エネルギー発電事業
②　企業結合日

2020年４月１日
③　企業結合の法的形式

当社を分割会社とし，当社の100％子会社である東京電力リニューアブルパワー株式会社を承継会社とする吸
収分割

④　結合後企業の名称
変更なし。

⑤　取引の目的を含む取引の概要
当社グループの再生可能エネルギーの認知度向上を志向した再生可能エネルギー電源への特化，国内外のパー
トナーとの連携や大規模な投資等に対する迅速な意思決定のための責任と権限の明確化，さらには，それを支
える資金調達の柔軟化を目的として，再生可能エネルギー発電事業を承継会社へ吸収分割した。

(2)実施した会計処理の概要
企業結合会計基準及び企業結合及び事業分離等に関する適用指針に基づき，共通支配下の取引として処理してい
る。
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(注) 本文中で用いた法令等の略称は，以下のとおりである。

本文中の表記 法令等の名称

原賠機構法 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法（平成23年８月10日 法律第94号）

原子力損害に関する中間指針 東京電力株式会社福島第一，第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定
等に関する中間指針（平成23年８月５日）

放射性物質汚染対処特措法
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事
故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法（平
成23年８月30日 法律第110号）

電気事業会計規則 電気事業会計規則（昭和40年 通商産業省令第57号）

補償契約法 原子力損害賠償補償契約に関する法律（昭和36年６月17日 法律第148号）

改正再処理等積立金法 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関す
る法律の一部を改正する法律（平成28年５月18日 法律第40号）

原子炉等規制法 核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年６月10日 法律
第166号）

資産除去債務適用指針 資産除去債務に関する会計基準の適用指針（企業会計基準適用指針第21号 平成23
年３月25日）

解体引当金省令 原子力発電施設解体引当金に関する省令（平成元年 通商産業省令第30号）

電事法施行規則改正省令 電気事業法施行規則等の一部を改正する省令（平成29年 経済産業省令第77号）

電事法施行規則 電気事業法施行規則（平成７年 通商産業省令第77号）

会計上の見積りの開示に関す
る会計基準

会計上の見積りの開示に関する会計基準（企業会計基準第31号 2020年３月31
日）

原賠法 原子力損害の賠償に関する法律（昭和36年６月17日 法律第147号）

電事法 電気事業法（昭和39年 法律第170号）

原子力償却準備引当金省令 原子力発電工事償却準備引当金に関する省令（平成19年 経済産業省令第20号）

改正法人税法 所得税法等の一部を改正する法律（令和２年３月31日 法律第８号）

グループ通算制度移行に係る
税効果会計適用の取扱い

連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
い（実務対応報告第39号 2020年３月31日）

税効果適用指針 税効果会計に係る会計基準の適用指針（企業会計基準適用指針第28号 平成30年２
月16日）

企業結合会計基準 企業結合に関する会計基準（企業会計基準第21号 平成31年１月16日）

企業結合及び事業分離等に関
する適用指針

企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針（企業会計基準適用指
針第10号 平成31年１月16日）
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